
 

 

 

 

児童発達⽀援・放課後等デイサービス・保育所等訪問⽀援 安全計画 

「あやぱにハウス」 

 

 

 

 

 

 

 

 



１． 事業所概要 

事 業 所 名︓あやぱにハウス   
住   所︓⾼知県⾹南市野市町中ノ村 624-2 
サ ー ビ ス︓児童発達⽀援・放課後等デイサービス・保育所等訪問⽀援 
定   員︓通所⽀援 10 名/⽇ 訪問⽀援３名/⽇ 
管理者⽒名︓後藤 歩 

  

２． 安全宣⾔ 

福の種株式会社 代表取締役 ⽊村徹 
当施設「あやぱにハウス」は、児童福祉法第 34 条の 13 第１項及び⾼知県指定障害児通所⽀援事業所等運営基準に
基づき、以下の事項を遵守します。 

（１） 暴⼒団排除の徹底（役職員・関係業者の反社会勢⼒⾮関与を宣誓） 
 

（２） 多機能型事業所の特性を踏まえた総合安全管理体制の構築 
 

（３） 南海トラフ地震・洪⽔など特有の災害対策の優先実施 
 

（４） インシデント事例の即時分析と 48 時間以内の改善策⽴案 
     ※ 児童福祉法第 34 条の 13 第 2 項（再発防⽌策報告義務）  

⾼知県指定障害児通所⽀援事業者等運営基準条例第 11 条 3 号   

障害者総合⽀援法施⾏規則第 150 条  

 厚労省「医療安全推進指針」（医政発 0225 第 3 号）  



３．多機能型事業所の特徴と対応策 

 児童発達⽀援 放課後等デイサービス 保育所等訪問⽀援 
対象児童 未就学児 ⼩学校１年から⾼校３年⽣ 

（18 才まで） 
保育所・学校在籍児童 

主活動 個別・⼩集団療育 個別・⼩集団療育 環境・集団適応⽀援 

特有リスク ・送迎時の事故や交通量急増エ
リアによる送迎遅延 
・転倒・転落 
・遊具使⽤時の誤操作による衝
突事故 
・集団遊戯中の衝突 
・誤飲・誤嚥 

・送迎時の事故や交通量急増エリ
アによる送迎遅延 
・転倒・転落 
・遊具使⽤時の誤操作による衝突
事故など 
・集団遊戯中の衝突 
・誤飲 
・公共施設利⽤時の迷⼦発⽣ 
・アレルギー⾷材の誤提供 
・下校時間の失念や思い違いによ
る送迎の遅延 

・訪問先の安全基準の不⼀
致 
・接遇・マナーの不備によ
る信頼の低下 
・訪問⽀援員の経験不⾜に
よる⽀援効果低下 
・急なスタッフ変更時の継
続性喪失 
・訪問先での災害発⽣ 

対策 ・全⽀援質に監視カメラを設置 
（事故発⽣時などに検証） 
・施設・設備点検 
・各マニュアルの研修・訓練 
・LINEアカウント等での緊急
連絡テスト 

全⽀援質に監視カメラを設置 
（事故発⽣時などに検証） 
・施設・設備点検 
・各マニュアルの研修・訓練 
・LINEアカウント等での緊急連
絡テスト 

・訪問先の防災マップの確
認 
・可能であれば学校等の防
災訓練の参観 
 

 



４ 安全点検 

（１）施設・設備・事業所外環境の安全点検 

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 
・施設内設 
・備品 
・消防・防災設備 

・施設内設備 
・備品 
・感染対策備品 

・施設内設備 
・備品 
・施設外設備 

・施設内設 
・備品 
・台⾵・⼤⾬対策 

・施設内設 
・備品 
・消防・防災設備 

・施設内設備 
・備品 
・感染対策備品 

10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 
・施設内設備 
・備品 
・施設外設備 

・施設内設備 
・備品 
・暖房機器 

・施設内設備 
・備品 
・施設外設備 

・施設内設備 
・備品 
・消防・防災設備 

・施設内設備 
・備品 
・感染対策備品 

・施設内設備 
・備品 
・施設外設備 

（２）マニュアルの策定・共有 

分野 策定時期 ⾒直し（再点検）予定時期 掲⽰・管理場所 
感染症対策 令和４年４⽉１⽇ 令和７年３⽉ 事業所１F 書類棚 
感染症発⽣時における BCP 令和４年４⽉１⽇ 令和７年３⽉ 事業所１F 書類棚 
虐待防⽌・⾝体拘束適正化 令和４年４⽉１⽇ 令和７年２⽉ 事業所１F 書類棚 
防災マニュアル 令和４年３⽉３⽇ 令和７年２⽉ 事業所１F 書類棚／⽞関掲⽰ 
⾮常災害時における BCP 令和４年４⽉１⽇ 令和７年２⽉ 事業所１F 書類棚 
事故対応マニュアル 令和４年４⽉１⽇ 適宜 事業所１F 書類棚 
苦情・相談対応マニュアル 令和４年３⽉３⽇ 適宜 事業所１F 書類棚 
送迎マニュアル 令和４年 10⽉１⽇ 適宜 事業所１F 書類棚 
運営規定 令和４年４⽉１⽇ 令和６年４⽉１⽇ 事業所１F 書類棚／⽞関掲⽰ 



５ 児童・保護者に対する安全指導等 

（１） 児童への安全指導（施設内の⽣活における安全、災害や事故発⽣時の対応、交通安全など） 

通年 
・交通ルール・マナーが理解できるよう配慮しながら通所する。 
・送迎⾞内における安全注意事項を説明する。 
・避難訓練で災害に対する理解を深め、速やかに避難⾏動できるようにする。 

通年 

・安全計画及び安全に関する取り組み内容について、HPに掲載して、取り組みの内容の周知を図る。 
６ 訓練・研修 
（１） 訓練のテーマ・取り組み 

・参加者︓全員参加 
・地震４半期に１回、⾵⽔害の避難訓練年１回以上） 
・事業所は平家の為垂直訓練を⽔平訓練に変更して実施する。（野市東⼩学校への避難） 

 ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 
 ・防災訓練 

（⽕災発⽣
時） 

 
 

・防災訓練 
（⽕災・地震発⽣
時） 

 ・感染症予防訓
練 

・防災訓練 
（地震発⽣時） 

 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 
  ・防災訓練 

（⾵⽔害被害の
対応について） 

・感染症予防訓練 
・防災訓練 
（医ケア児対応） 

・防災訓練 
（地震発⽣時） 

・⾃然災害発⽣
時の BCPにつ
いての訓練 

・感染症発⽣に
おける BCPにつ
いての訓練 



（２）職員への研修・講習（施設内実施・外部実施を明記） 

４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 
・⾃然災害発⽣
時における BCP
についての研修 
（施設内） 

・感染症発⽣時におけ
る BCPについての研修 
・第１回感染対策委員
会 
・第１回虐待防⽌・⾝
体拘束適正化委員会 
・⾝体拘束適正化につ
いての研修 
（施設内） 

 ・送迎時の熱
中症対策につ
いて 

・第２回感染対策
委員会 
・感染予防の研修 
（施設内） 

 

10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ １⽉ ２⽉ ３⽉ 
 ・第３回感染対策委員

会 
・第２回虐待防⽌・⾝
体拘束適正化委員会 
・虐待防⽌についての
研修 
（施設内） 

・感染症予防
研修 
（施設内） 

 
 

・第３回虐待防
⽌・⾝体拘束適正
化委員会 
・⾃然災害発⽣時
の BCPについて
の研修 
（施設内） 

・第４回感染対策委
員会 
・感染症発⽣におけ
る BCPの研修 
（⾒直し） 
（施設内） 

 



（３）⾏政などが実施する訓練・講習スケジュール 

（４）再発防⽌の徹底（ヒヤリハット事例の収集・分析及び対策とその共有の⽅法等） 

・インシデント・アクシデント報告書の作成、ファイリング。 

・運営会議にて共有、対策話し合い。 

（５）その他の安全確保に向けた取り組み（地域住⺠や地域の関係者と連携した取り組みなど） 

・保護者との連絡に電話・LINE・HUGを活⽤する。 

・送迎⾞の点検（送迎マニュアル参照） ガソリンは半分で給油・⽉１回タイヤの空気圧 CHK。 

７ 緊急連絡先 

⾹南市 消防本部 0887-55-4141 ⾹南市消防署指令室 0887-52-0119 

⾹南市 消防対策課 0887-57-8501 ⾹南市保健福祉センター 0887-57-8509 

野市中央病院 0887-55-1101 

⾼知⼤学医学部付属病院 088-866-5811 

⾹南市福祉事務所 0887-57-8509 

⾼知県障害福祉課緊急窓⼝ 088-823-9633 



 


